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上尾市議会３月定例会議案

概     要

情報提供用

 個人情報が掲載されている議案については、当該個人情報に係る部分を省略し、又は加工しているため、

内容の一部、ページ番号又は目次が議案書の原本と異なっている場合があります。
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議案第１２号

上尾市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改

正する条例の制定について            （総務部ＩＴ推進課）  

１  提案理由 本市における行政手続のオンライン化を推進するため、情

報通信技術を利用した手続に関し所要の改正を行うもの  

２  内容 １  オンラインを使用した手数料の納付

  他の条例等で手数料の納付方法が規定された申請等につ

いては、当該条例等の規定にかかわらず、オンラインを使

用して当該手数料を納付できるようにする。  

２  申請等に係る添付書類の省略

他の条例等の規定にかかわらず、市の機関が直接又はオ

ンラインを使用して確認すべき情報を参照できる場合は、

申請等に係る添付書類を省略できるようにする。

３  情報システムの整備

 情報システムの整備に当たり、申請等に係る添付書類の

省略や当該システムを利用した迅速な情報の授受等を図る

ために必要な措置を講じるよう、市の努力義務を定める。  

３  施行期日 令和７年４月１日
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議案第１３号

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定について （総務部総務課）

１  提案理由 刑法の一部改正に伴い、関係条例について所要の改正を行

うもの  

２  内容  懲役及び禁錮に代わり拘禁刑が創設されることに伴い、次

に掲げる条例について「懲役」及び「禁錮」の文言を「拘禁

刑」に改める。  

(1) 上尾市職員の給与に関する条例

(2) 上尾市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する

条例

(3) 教育委員会教育長の給与等に関する条例

(4) 上尾市職員の分限に関する条例

(5) 上尾市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関す

る条例

(6) 上尾市情報公開・個人情報保護審査会条例

(7) 上尾市土砂等のたい積の規制に関する条例

(8) 上尾市個人情報の保護に関する法律施行条例

(9) 上尾市議会の個人情報の保護に関する条例

３  施行期日 令和７年６月１日
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議案第１４号

上尾市市民活動支援センター条例の一部を改正する条例の制定について

 （市民生活部市民活動支援センター）

１  提案理由 上尾市市民活動支援センターの土曜日の利用状況を踏ま

え、利用時間を変更するもの  

２  内容  例年、土曜日の夜間利用が少ないことから、次のとおり市

民活動支援センターの利用時間を変更する。  

条例第５条の改正部分

【改正前】

(1 ) 火曜日から土曜日まで  午前９時から午後９時まで

(2 ) 日曜日  午前９時から午後５時まで

【改正後】

(1 ) 火曜日から金曜日まで  午前９時から午後９時まで

(2 ) 日曜日及び土曜日  午前９時から午後５時まで

３  施行期日 令和７年１０月１日
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議案第１５号

上尾市監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 （監査委員事務局）

１  提案理由 地方自治法に基づく内部統制の実施に伴い、所要の改正を

行うもの  

２  内容  令和７年度から地方自治法に基づき内部統制が実施される

ため、監査委員の審査に関する条文において、内部統制評価

報告書の審査に関する根拠規定を明記する。  

条例第９条の改正部分

【改正前】

地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項

【改正後】

地方自治法第１５０条第５項、第２３３条第２項及び第２

４１条第５項  

３  施行期日 令和７年４月１日
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議案第１６号

上尾市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

（総務部職員課）

１  提案理由 人事院勧告に準じて、市職員の給与に関し所要の改正を行

うもの  

２  内容 １  諸手当の見直し

(1 ) 地域手当の支給率を６％から８％に引き上げる。

※令和７年度は、経過措置として７％とする。

(2 ) 配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る同手当の月

額を引き上げる。

※令和７年度は、経過措置として配偶者に係る同手当

を支給する。

(3 ) 再任用職員に対して住居手当を支給する。

２  給料表の整理

  各級における在職状況を踏まえ、給料表の号給を整理す

る。  

３  施行期日 令和７年４月１日
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議案第１７号

上尾市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

（総務部職員課）

１  提案理由 国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正を踏まえ、市

職員の旅費の支給に関し所要の改正を行うもの  

２  内容 日当を廃止し、宿泊料を上限付きの実費支給に見直す等、

旅費の支給について実費を原則とする。  

※特別職（市長、副市長、教育長及び議員を含む。）につい

ても同様の改正を行う。

３  施行期日 令和７年４月１日
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議案第１８号

上尾市税条例の一部を改正する条例の制定について

（行政経営部資産税課）

１  提案理由 私立学校法の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの

２  内容 引用する条項が変更になったことによる規定の整理を行う。

条例第５６条の改正部分

【改正前】

私立学校法第６４条第４項

【改正後】

私立学校法第１５２条第５項

３  施行期日 令和７年４月１日
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議案第１９号

上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて                    （都市整備部建築安全課）  

１  提案理由 建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律の一部改正に伴い、建築物の確認申請等に係る手数

料を見直すもの  

２  内容 １  建築基準法関係

(1 ) 一部の木造住宅について審査省略制度の対象から除外

されたため、確認申請に係る手数料を増額する。

(2 ) ３００㎡以上の木造住宅について構造計算が義務付け

られたため、確認申請に係る手数料の区分を追加する。

２  建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係

 全ての建築物について建築物エネルギー消費性能基準の

適合が義務付けられたため、同基準の適合の判定に係る手

数料を定める。  

※関係条例

(1 ) 上尾市建築基準法等関係手数料徴収条例

(2 ) 上尾市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手

数料徴収条例

(3 ) 上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料

徴収条例

(4 ) 上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する

法律関係手数料徴収条例

３  施行期日 令和７年４月１日
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議案第２０号

上尾市学校給食実施条例の制定について

 （学校教育部学校保健課）

１  提案理由 市立小学校及び中学校における学校給食の実施に関し、必

要な事項を定めるもの  

２  内容 １  学校給食の実施

(1 ) 市は、児童生徒に対し、学校給食を実施する。

(2 ) 学校給食の実施の期間及び回数は、上尾市学校給食運

営委員会の意見を聴いて定める。

２  学校給食費

(1 ) 市長は、学校給食を受ける児童生徒の保護者から学校

給食費を徴収する。

(2 ) 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食

費を減額し、又は免除することができる。

※本市の学校給食は、これまで上尾市学校給食実施規則に基

づき実施してきたが、学校給食費の減免制度を設けること

で児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、条例に

基づき実施することとする。

３  施行期日 令和７年４月１日
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議案第２１号

上尾市児童館条例の一部を改正する条例の制定について

 （子ども未来部青少年課）

１  提案理由  児童の居場所や子育て支援に関しての機能の強化を図ると

ともに、附属機関として上尾市児童館運営委員会を条例で設

置するもの  

２  内容 １  児童館の業務の追加

  児童館の業務に児童の居場所づくり及び子育て支援に関

する業務を追加する。  

２  児童館こどもの城のふれあいラウンジの利用の見直し

 児童館こどもの城のふれあいラウンジについて、今泉小

学童保育所の保育スペースとして利用するため、開館日を

拡大するとともに、利用時間を２時間延長する。  

３  上尾市児童館運営委員会の設置

(1 ) 所掌事務

市長の諮問に応じ、児童館の事業計画や指定管理者に

よる児童館の管理等について調査審議する。

(2 ) 組織

委員会は、委員１１人以内をもって組織する。

(3 ) 任期

委員の任期は、２年とする。

(4 ) 報酬

・委員長  日額  ７，０００円

・委員   日額  ６，０００円

３  施行期日 令和７年４月１日
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議案第２２号

上尾市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例及び上尾市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について  （子ども未来部保育課）

１  提案理由 内閣府令及び厚生労働省令の改正に伴い、本市の特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等

を当該内閣府令及び厚生労働省令で定める基準と同様のもの

に改めるもの  

２  内容 １  連携施設の確保に関する要件の緩和

  地域型保育事業者による連携施設の確保に当たり、保育

内容支援の実施及び代替保育の提供を要件としているが、

当該事業者が連携協力者を確保したときは、これらの要件

を不要とする。  

２  連携施設の確保不要に関する経過措置の延長

  連携施設の確保状況に鑑み、同施設の確保を不要とする

経過措置を５年間延長する。  

３  施行期日 令和７年４月１日
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議案第２３号

上尾市斎場条例の一部を改正する条例の制定について

 （環境経済部環境政策課）

１  提案理由  上尾伊奈斎場つつじ苑の火葬炉の稼働状況を踏まえ、火葬

場の利用時間を変更するもの  

２  内容  冬季における上尾伊奈斎場つつじ苑の火葬炉稼働率が高い

状況であり、将来の死亡者数増加により今後も火葬場の利用

増加が見込まれることから、次のとおり利用時間を１時間延

長する。  

条例第５条第１号の改正部分

【改正前】

午前９時から午後５時まで

【改正後】

午前９時から午後６時まで

３  施行期日 令和８年４月１日
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議案第２４号

上尾市土砂等のたい積の規制に関する条例を廃止する条例の制定について

（環境経済部生活環境課）

１  提案理由 宅地造成及び特定盛土等規制法の一部改正に伴い、土砂等

のたい積に関し、同法に定める基準に基づき必要な規制を行

うもの  

２  内容  宅地造成及び特定盛土等規制法に基づき、土砂等のたい積

が全国一律の基準で包括的に規制されることとなったため、

本条例を廃止する。  

３  施行期日 令和７年７月１日
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議案第２５号

上尾市建築基準法に基づく指定等の案の作成手続に関する条例の一部を改

正する条例の制定について           （都市整備部建築安全課）  

１  提案理由 建築基準法に基づく指定等の案の作成手続に関し、所要の

改正を行うもの  

２  内容 引用する条項が変更になったことによる規定の整理を行う。

条例第１条第３号の改正部分

【改正前】

法第５２条第１項第６号

【改正後】

法第５２条第１項第８号

３  施行期日 公布の日
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議案第２６号

上尾市水道事業集中監視制御システム更新及び運転管理事業事業者選定委

員会条例の制定について            （上下水道部水道施設課）  

１  提案理由 上尾市水道事業の集中監視制御システム更新及び運転管理

事業に係る事業者の選定を公正かつ適正に行うため、附属機

関として上尾市水道事業集中監視制御システム更新及び運転

管理事業事業者選定委員会を設置するもの  

２  内容 １  所掌事務

  委員会は、水道事業の管理者の権限を行う市長の諮問に

応じ、次に掲げる事項について調査審議する。  

(1 ) 事業者の審査基準の作成に関すること。

(2 ) 事業者から提出された提案書等の審査及び事業者の選

定に関すること。

(3 ) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるこ

と。

２  組織

  委員会は、委員５人以内をもって組織する。

３  任期

  委員の任期は、所掌事務が終了する日までとする。

４  委員の報酬

(1 ) 委員長  日額  １６，０００円

(2 ) 委員   日額  １５，０００円

３  施行期日 令和７年４月１日
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議案第２７号

上尾市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

 （上下水道部経営総務課）

１  提案理由 水道法施行令の一部改正に伴い、布設工事監督者及び水道

技術管理者に必要な資格基準を同令で定める基準と同様のも

のに改めるもの  

２  内容 １  実務経験年数の見直し

  現行の要件では水道に関する実務経験のみを対象として

いるが、必要な経験年数の半分については、 下水道、道

路、河川等に関する実務経験を加味できるようにする。  

２  学歴・学科要件における課程の追加

  現行の要件では土木工学科のみを対象としているが、機

械工学科及び電気工学科を要件の対象に加える。  

３  施行期日 令和７年４月１日
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議案第２８号

上尾市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正

する条例の制定について             （消防本部消防総務課）  

１  提案理由  消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令

の一部改正に伴い、退職報償金の勤務年数区分を見直すもの  

２  内容  消防団におけるシニア層の活躍を推進する観点から、消防

団員に支給する退職報償金の勤務年数区分に３５年以上の区

分を新設する。  

改正前 改正後

30年以上
30年以上

35年未満
35年以上

団長 979,000円 979,000円 1,079,000円

副団長 909,000円 909,000円 1,009,000円

分団長 849,000円 849,000円 949,000円

副分団長 809,000円 809,000円 909,000円

部長／班長 734,000円 734,000円 834,000円

団員 689,000円 689,000円 789,000円

３  施行期日 令和７年４月１日
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議案第２９号

財産の取得について

（学校教育部指導課）

１  提案理由 中学校教師用指導書を取得するもの

２  内容 中学校使用教科用図書の採択による買換えのため、中学校

教師用指導書を取得するもの  

１ 物 品 の 数 量  中学校教師用指導書  ３３８冊

２ 取 得 の 方 法  随意契約  

３ 取 得 価 格  ２０，００５，１５０円  

４ 契約の相手方  上尾市小泉五丁目３１番地１８

  株式会社高砂屋書店上尾支店  
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議案第３０号

財産の取得について

（学校教育部指導課）

１  提案理由 中学校教師用指導書を取得するもの

２  内容 中学校使用教科用図書の採択による買換えのため、中学校

教師用指導書を取得するもの  

１ 物 品 の 数 量  中学校教師用指導書  ３４９冊

２ 取 得 の 方 法  随意契約  

３ 取 得 価 格  ２０，４５７，６９０円  

４ 契約の相手方  上尾市宮本町５番１８号  

  有限会社三協堂書店  
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議案第３１号

市道路線の認定について

（都市整備部建設管理課）

１  提案理由 都市計画法の規定に基づき市に帰属した道路を市道路線と

して認定したいので、道路法第８条第２項の規定により、提

案するもの  

２  内容  都市計画法の規定に基づき市に帰属した道路を市道路線と

して認定する。  

区分 路線名 路線数 延長（ｍ）

２ブロック ２２０６７号線 １ １１５．７９

１ブロック
２ブロック

３ブロック

５ブロック

４ブロック

市道路線ブロック区分図
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認定路線図（位置図）

1： 3,000

２ブロック
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議案第３２号

市道路線の認定について

（都市整備部建設管理課）

１  提案理由 第二産業道路延伸事業の進ちょくに伴い、県道の一部を市

道路線として認定したいので、道路法第８条第２項の規定に

より、提案するもの  

２  内容  第二産業道路延伸事業の進ちょくに伴い、県道の一部を市

道路線として認定する。  

区分 路線名 路線数 延長（ｍ）

３ブロック １０７４号線 １ ２，５２２．９２

１ブロック
２ブロック

３ブロック

５ブロック

４ブロック

市道路線ブロック区分図
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認定路線図（位置図）

1： 6,000

３ブロック
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認定路線図（位置図）

1： 6,000

３ブロック
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議案第３３号

市道路線の認定について

（都市整備部建設管理課）

１  提案理由 県営上尾シラコバト住宅の一部取壊しに伴い、同住宅の敷

地内通路及び周辺道路を市道路線として認定したいので、道

路法第８条第２項の規定により、提案するもの  

２  内容  県営上尾シラコバト住宅の一部取壊しに伴い、同住宅の敷

地内通路及び周辺道路を市道路線として認定する。  

区分 路線名 路線数 延長（ｍ）

３ブロック
３１２１６号線

３１２１７号線
２ ６５４．３７

１ブロック
２ブロック

３ブロック

５ブロック

４ブロック

市道路線ブロック区分図
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認定路線図（位置図）

1： 3,000

３ブロック
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議案第３４号

市道路線の認定について

（都市整備部建設管理課）

１  提案理由 上尾都市計画事業大谷北部第二土地区画整理事業の完了に

伴い、路線の再編成を行うため、新設道路を市道路線として

認定したいので、道路法第８条第２項の規定により、提案す

るもの  

２  内容  上尾都市計画事業大谷北部第二土地区画整理事業の完了に

伴い、路線の再編成を行うため、新設道路を市道路線として

認定する。  

区分 路線名 路線数 延長（ｍ）

２ブロック

１０７５号線  

～１０７８号線  

２０５３１号線  

２１９０９号線  

～２２０６６号線

１６３ １８，２２７．２１

１ブロック
２ブロック

３ブロック

５ブロック

４ブロック

市道路線ブロック区分図
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認 定 路 線 図 （ 位 置 図 ）

1： 5,000

２ ブ ロ ッ ク
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１０７８号線 L= ５９４．２３ W= ２２ .９５ ～  ２３ .０２

２１９１７号線 L= ３３．７４ W= ４．００

２１９１８号線 L= ５８．４３ W= ４．００ ～  ４．０１

２１９１９号線 L= ５４．３５ W= ４．００

２１９２０号線 L= ６７．０９ W= ４．００ ～  ４．０２

２１９２１号線 L= １０１．１１ W= ４．００ ～  ４．０２

２１９２２号線 L= ９８．００ W= ４．００ ～  ４．０１

２１９２３号線 L= １６２．３５ W= ４．００ ～  ４．１９

２１９４２号線 L= ７０．１８ W= ４．００ ～  ５．８４

２１９４５号線 L= ４８．８４ W= ４．００ ～  ４．０１

２１９４７号線 L= ３１．２９ W= ４．００ ～  ４．０１

２１９５１号線 L= ５８．０８ W= ４．００ ～  ４．０２

２１９５２号線 L= ３３．８６ W= ４．００ ～  ４．０１

２１９５３号線 L= ２８．６２ W= ４．００

２１９５４号線 L= ５６．６５ W= ４．００ ～  ４．０１

２１９６４号線 L= ２７．８３ W= ４．００

２１９６５号線 L= １１．８３ W= ４．００

２１９６６号線 L= １５．０９ W= ４．４９ ～  ４．５０

２１９７５号線 L= ６６．２８ W= ４．４９ ～  ４．５０

２１９７７号線 L= ７８．９６ W= ４．９９ ～  ５．１７

２１９８７号線 L= ５３．９５ W= ４．９９ ～  ５．０１

２１９９０号線 L= ２３２．８４ W= ４．９８ ～  ５．０２

２２０１５号線 L= ５９．２９ W= ５．９８ ～  ６．００

２２０１６号線 L= １１９．５３ W= ５．９７ ～  ６．０１

２２０１７号線 L= １５４．３９ W= ５．９７ ～  ６．３５

２２０１８号線 L= １５３．７０ W= ５．９９ ～  ６．０２

２２０２０号線 L= １９．５３ W= ５．９９ ～  ６．００

２２０２１号線 L= ５５．６５ W= ５．９８ ～  ６．００

２２０２２号線 L= １６０．５１ W= ５．９８ ～  ６．０２

２２０２３号線 L= ６７．６８ W= ５．９７ ～  ６．００
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２２０２４号線 L= ９９．５７ W= ５．９９ ～  ６．０２

２２０２５号線 L= １０７．５３ W= ５．９７ ～  ６．００

２２０２６号線 L= ５６．４８ W= ５．９８ ～  ６．０１

２２０２７号線 L= ２４６．６７ W= ５．９７ ～  ６．０１

２２０４９号線 L= ６．００ W= ５．９９ ～  ６．００

２２０５１号線 L= ５７．２４ W= ６．９９ ～  ７．０１

２２０５６号線 L= ２４９．６３ W= ８．９６ ～  ９．００

２２０５７号線 L= ２３０．９５ W= ８．９５ ～  ９．０１

-30-



認 定 路 線 図 （ 位 置 図 ）

1： 5,000

２ ブ ロ ッ ク
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１０７６号線 L= ５３４．２９ W= １５ .９７ ～  １７ .４９

２１９２９号線 L= ６８．１２ W= ４．００ ～  ４．０１

２１９３０号線 L= ４１．３７ W= ４．００ ～  ４．０１

２１９３１号線 L= １２５．７７ W= ４．００ ～  ４．０３

２１９３２号線 L= ８６．４７ W= ４．００ ～  ４．０１

２１９３３号線 L= ９５．４５ W= ４．００ ～  ４．０２

２１９３４号線 L= ６１．５０ W= ４．００ ～  ４．０１

２１９３５号線 L= ６０．９１ W= ４．００ ～  ４．０１

２１９３６号線 L= ５４．４８ W= ４．００

２１９３７号線 L= ５８．０８ W= ４．００ ～  ４．０１

２１９３８号線 L= １２８．５４ W= ４．００ ～  ４．４１

２１９３９号線 L= ７５．１６ W= ４．００ ～  ４．０１

２１９４０号線 L= １１７．５６ W= ４．００ ～  ４．９９

２１９４１号線 L= ４５．９０ W= ４．００

２１９４３号線 L= ７８．１１ W= ４．００

２１９６０号線 L= ９２．７７ W= ４．００ ～  ４．０１

２１９６１号線 L= ６０．１６ W= ４．００

２１９６９号線 L= １４．９４ W= ５．７８ ～  ６．００

２１９７０号線 L= ２４．６９ W= ４．００ ～  ４．０１

２１９７１号線 L= ２２．４６ W= ４．００

２１９７３号線 L= ２２．０５ W= ４．１０ ～  ４．１２

２１９７４号線 L= １４１．８２ W= ４．４９ ～  ４．５２

２１９７８号線 L= １５５．６６ W= ４．９７ ～  ５．００

２１９７９号線 L= ７８．６０ W= ４．９９ ～  ５．００

２１９８０号線 L= １２８．８４ W= ４．００ ～  ５．０１

２１９８１号線 L= ６９．７３ W= ４．９９ ～  ５．０１

２１９８２号線 L= ５８．５９ W= ４．９８ ～  ５．００

２１９８３号線 L= ２５．１６ W= ４．９６ ～  ５．００

２１９８４号線 L= １２３．３３ W= ４．９７ ～  ５．０１

２１９８５号線 L= ７２．８４ W= ４．９６ ～  ５．００
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２１９９２号線 L= １１５．８８ W= ４．９８ ～  ５．００

２２０３５号線 L= １２０．６５ W= ５．９７ ～  ６．０１

２２０３６号線 L= １５８．５３ W= ５．５０ ～  ６．７０

２２０３７号線 L= １９３．２５ W= ４．９９ ～  ６．００

２２０３８号線 L= １０７．８２ W= ５．９７ ～  ６．０１

２２０３９号線 L= ３７３．１９ W= ５．８９ ～  ６．４６

２２０４０号線 L= ３０．７２ W= ５．９９

２２０４１号線 L= １８６．４７ W= ５．９７ ～  ６．０１

２２０４２号線 L= １５９．８８ W= ５．９９ ～  ６．０１

２２０４３号線 L= １３８．５７ W= ５．９７ ～  ６．００

２２０４４号線 L= ４３．４６ W= ５．９９ ～  ６．００

２２０４５号線 L= １１３．８０ W= ４．９８ ～  ６．０１

２２０４６号線 L= ６７．１４ W= ５．９９ ～  ６．００

２２０５２号線 L= ３３７．３５ W= ６．９８ ～  ７．７９

２２０５８号線 L= ３３３．５１ W= ８．９４ ～  １３ .５２

２２０６２号線 L= ３０．５２ W= ４．００

２２０６５号線 L= ２６．１７ W= ４．００ ～  ４．０１
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認 定 路 線 図 （ 位 置 図 ）

1： 5,000

２ ブ ロ ッ ク
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２１９１０号線 L= ３９．８８ W= ４．１６ ～  ４．２０

２１９１１号線 L= ４２．３９ W= ４．１４ ～  ４．１８

２１９１２号線 L= ４４．７４ W= ４．１３ ～  ４．１７

２１９１３号線 L= １３２．４０ W= ４．００ ～  ４．０１

２１９１４号線 L= ６０．５３ W= ４．００

２１９１５号線 L= ５１．５１ W= ４．００

２１９１６号線 L= ６０．９６ W= ４．００

２１９２４号線 L= ７０．３７ W= ４．００ ～  ４．０２

２１９２５号線 L= ７７．５５ W= ４．００

２１９２６号線 L= ６５．５３ W= ４．００

２１９２７号線 L= １０１．００ W= ４．００ ～  ４．０２

２１９２８号線 L= ４０．７９ W= ４．００ ～  ４．０１

２１９４６号線 L= ３５．６８ W= ４．００

２１９４９号線 L= ４４．３３ W= ４．００ ～  ４．０１

２１９５０号線 L= ４４．６１ W= ４．００

２１９５５号線 L= ３３．６５ W= ４．００

２１９５６号線 L= ５７．１０ W= ４．００

２１９５７号線 L= ７６．６３ W= ４．００

２１９５８号線 L= ５４．６７ W= ４．００ ～  ４．０２

２１９５９号線 L= ４７．１０ W= ４．００

２１９６２号線 L= ２２．９８ W= ４．００ ～  ４．０１

２１９６３号線 L= ３０．２２ W= ４．０６ ～  ４．０８

２１９６７号線 L= ８．１０ W= ４．００ ～  ４．０２

２１９６８号線 L= １２．５８ W= ４．９８ ～  ４．９９

２１９７６号線 L= ８３．５９ W= ４．９６ ～  ４．９９

２１９８８号線 L= ７９．９８ W= ４．９９ ～  ５．００

２１９９１号線 L= ６９．８５ W= ４．９９ ～  ５．００

２２００５号線 L= １１２．６０ W= ６．１０ ～  ６．１９

２２００６号線 L= ５０．４８ W= ５．９８ ～  ６．００

２２００７号線 L= １４０．７７ W= ５．９９ ～  ６．０２
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２２００８号線 L= ６３．７７ W= ５．９８ ～  ６．００

２２００９号線 L= ７０．７４ W= ５．９８ ～  ５．９９

２２０１０号線 L= ７７．３７ W= ５．９９ ～  ６．００

２２０１１号線 L= １３５．６９ W= ５．９３ ～  ６．０１

２２０１２号線 L= ９２．０６ W= ５．９８ ～  ６．０１

２２０１３号線 L= ２３３．８６ W= ５．９７ ～  ６．０１

２２０１４号線 L= １６０．３５ W= ５．９８ ～  ６．０１

２２０１９号線 L= ２１５．９５ W= ５．９９ ～  ６．０２

２２０２８号線 L= ２３７．５３ W= ５．３２ ～  ６．０２

２２０２９号線 L= ７６．３６ W= ５．９７ ～  ６．０３

２２０３０号線 L= ５８．６９ W= ５．９９ ～  ６．００

２２０３１号線 L= １０２．４４ W= ５．９８ ～  ６．０１

２２０３２号線 L= ９１．７１ W= ５．９８ ～  ６．０３

２２０３３号線 L= ２３５．０８ W= ５．９７ ～  ６．０２

２２０３４号線 L= ４１．８７ W= ５．９９ ～  ６．００

２２０４８号線 L= １０８．３６ W= ５．９９ ～  ６．０２

２２０５５号線 L= ４５２．５７ W= ８．９８ ～  ９．０４

２２０６１号線 L= ３８．４８ W= ４．００ ～  ４．０１

２２０６４号線 L= １０．５８ W= ４．００
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認 定 路 線 図 （ 位 置 図 ）

1： 5,000

２ ブ ロ ッ ク
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１０７５号線 L= ６７５．３２ W= １７ .９５ ～  １８ .０３

１０７７号線 L= ５１９．３６ W= ２２ .９４ ～  ２９ .６２

２０５３１号線 L= ４５２．３８ W= ８．３０ ～  ９．５０

２１９０９号線 L= ４７．３９ W= ４．００

２１９４４号線 L= ６２．４０ W= ４．００

２１９４８号線 L= ３７．７２ W= ４．００ ～  ４．０１

２１９７２号線 L= ３６．７３ W= ４．００

２１９８６号線 L= ７３．６４ W= ４．９８ ～  ５．００

２１９８９号線 L= ３３．４５ W= ４．９９ ～  ５．００

２１９９３号線 L= １１７．７８ W= ５．９８ ～  ６．００

２１９９４号線 L= １６２．２５ W= ５．９８ ～  ５．９９

２１９９５号線 L= ４８．４５ W= ５．９９ ～  ６．０２

２１９９６号線 L= １５８．７１ W= ５．９８ ～  ６．０１

２１９９７号線 L= １４８．４０ W= ５．９７ ～  ６．０１

２１９９８号線 L= １８３．２８ W= ５．９９ ～  ６．０１

２１９９９号線 L= １７０．９０ W= ５．９８ ～  ６．０２

２２０００号線 L= １５２．４１ W= ５．９６ ～  ６．００

２２００１号線 L= ５１．８９ W= ５．９９ ～  ６．００

２２００２号線 L= ９２．４６ W= ５．９５ ～  ５．９８

２２００３号線 L= ９２．０９ W= ５．９９ ～  ６．００

２２００４号線 L= １４５．６１ W= ５．９７ ～  ６．０１

２２０４７号線 L= ２５８．３１ W= ５．９８ ～  ６．０１

２２０５０号線 L= ２２１．３１ W= ６．９９ ～  ７．０１

２２０５３号線 L= ３７４．５８ W= ７．９７ ～  ８．０１

２２０５４号線 L= ８１．８５ W= ７．９８ ～  ８．０１

２２０５９号線 L= ２９４．３３ W= ８．９５ ～  １３ .１５

２２０６０号線 L= ４３．００ W= ４．００ ～  ４．０１

２２０６３号線 L= ３４．９７ W= ４．００ ～  ４．０１

２２０６６号線 L= ７２．００ W= ５．００
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議案第３５号

市道路線の廃止について

（都市整備部建設管理課）

１  提案理由 上尾都市計画事業大谷北部第二土地区画整理事業の完了に

伴い、路線の再編成を行うため、市道路線を廃止したいの

で、道路法第１０条第３項において準用する同法第８条第２

項の規定により、提案するもの  

２  内容  上尾都市計画事業大谷北部第二土地区画整理事業の完了に

伴い、路線の再編成を行うため、市道路線を廃止する。  

区分 路線名 路線数 延長（ｍ）

２ブロック

１０１３号線  

１０１４号線  

２０５３１号線  

～２０５５７号線

２０５７２号線  

～２０５８０号線

２０７５３号線  

２１１０１号線  

４０ ８，８１６．１０

１ブロック
２ブロック

３ブロック

５ブロック

４ブロック

市道路線ブロック区分図
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廃 止 路 線 図 （ 位 置 図 ）

1： 5,000

２ ブ ロ ッ ク
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１０１４号線 L= ４４３．１０ W= ２．７３ ～  ５．４６

２０５４４号線 L= １６６．４０ W= １．８２

２０５４５号線 L= ３３２．３０ W= ５．４０

２０５４６号線 L= ２９０．１０ W= １．８２

２０５４７号線 L= １６９．３０ W= １．８２ ～  ４．００

２０５４８号線 L= ８５．４０ W= １．８２

２０５４９号線 L= ４０４．２０ W= ３．６４

２０５５６号線 L= １０６．６０ W= ２．７５

２０５５７号線 L= １９７．１０ W= ３．６４

２０５７２号線 L= ２１８．００ W= ３．２１ ～  ４．６０

２０５７３号線 L= ３２６．１０ W= ３．５０ ～  ６．５０

２０５７４号線 L= １００．００ W= ２．３０

２０５７５号線 L= １６０．９０ W= ２．３０

２０５７６号線 L= １２６．４０ W= ２．３０

２０５７７号線 L= ４２４．４０ W= ４．００ ～  ４．４０

２０５７８号線 L= ４１．６０ W= ３．３０ ～  ５．００

２０５７９号線 L= １０６．７０ W= ２．３０

２０５８０号線 L= ６９．７０ W= ２．３０
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廃 止 路 線 図 （ 位 置 図 ）

1： 5,000

２ ブ ロ ッ ク
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１０１３号線 L= ７９２．００ W= ３．６４ ～  ９．００

２０５３３号線 L= ３０２．７０ W= ２．７３ ～  ４．５５

２０５３５号線 L= １３４．５０ W= １．８２

２０５３７号線 L= ８９．７０ W= １．８２

２０５３８号線 L= ４２２．１０ W= ２．７３

２０５４３号線 L= ５８．８０ W= ２．７３

２０５５０号線 L= ２４０．００ W= ２．７５

２０５５１号線 L= １００．７０ W= １．８２ ～  ６．００

２０５５２号線 L= ８８．７０ W= ４．００

２０５５３号線 L= １６７．００ W= ２．７３

２０５５４号線 L= ８３．３０ W= ５．００

２０５５５号線 L= １５２．６０ W= １．８２

２１１０１号線 L= ９９．６０ W= ４．００
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廃 止 路 線 図 （ 位 置 図 ）

1： 5,000

２ ブ ロ ッ ク
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２０５３１号線 L= ８８０．４０ W= ８．３０ ～  ９．５０

２０５３２号線 L= ２４０．００ W= ２．７３

２０５３４号線 L= ２０９．００ W= ２．７３

２０５３６号線 L= １５４．６０ W= １．８２

２０５３９号線 L= １０６．５０ W= ２．７３

２０５４０号線 L= １７５．７０ W= ２．７３

２０５４１号線 L= １６１．３０ W= ５．７０

２０５４２号線 L= ２３４．８０ W= ３．６４ ～  ４．００

２０７５３号線 L= １５３．８０ W= ２．９０
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